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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第37期

第１四半期
累計期間

第38期
第１四半期
累計期間

第37期

会計期間
自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日

自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日

自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日

売上高 （千円） 2,910,714 2,641,737 17,021,817

経常利益又は経常損失(△) （千円） △808,949 △1,315,055 733,605

四半期純損失(△)又は当期純利益 （千円） △533,837 △880,688 291,267

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 2,332,729 2,332,729 2,332,729

発行済株式総数 （株） 32,047,071 32,047,071 32,047,071

純資産額 （千円） 8,505,998 8,597,031 9,209,192

総資産額 （千円） 12,152,516 12,104,793 13,911,658

１株当たり四半期純損失金額(△)

又は１株当たり当期純利益金額
（円） △17.51 △28.89 9.56

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） － － 8.00

自己資本比率 （％） 70.0 71.0 66.2

（注）１．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

４．第37期第１四半期累計期間及び第38期第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため、第37期の潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、それぞれ記載しておりません。

 

２【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）業績の状況

当第１四半期累計期間におけるわが国の経済は、４月からの消費税増税による駆け込み需要の反動が、百貨店売

上高などの一部にその影響はあるものの、昨年からのアベノミクス政策等により個人消費は概ね底堅く推移してい

ると思われます。

当社におきましては、前期末の消費税増税前の駆け込み需要により、４月、５月の売上は大きく影響を受けるこ

ととなりました。

商品政策に関しましては、４月にスイムウェア「Making Swimwear Nasual（メイキングスイムウェア　ネージュ

アル）」、５月にレッグ補整用製品「Leg Making SummerTrenka'14（レッグメイキング　サマートレン

カ'14）」、６月には「Decorte Lumiès（デコルテ　リュミエス）」の追加カラー２色を新たに投入しておりま

す。

これらの結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高26億41百万円（前年同期比9.2％減少）、営業損失13億

29百万円（前年同期は８億21百万円の営業損失）、経常損失13億15百万円（前年同期は８億８百万円の経常損

失）、四半期純損失は８億80百万円（前年同期は５億33百万円の四半期純損失）となりました。

なお、当社は体型補整を目的とした婦人下着及びその関連事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記

載を省略しております。

（２）財政状態の状況

当第１四半期会計期間末における資産合計は121億４百万円となり、前事業年度末に比べ、18億６百万円の減少

となりました。

流動資産合計は38億25百万円となり、前事業年度末に比べ、17億49百万円の減少となりました。これは主に、繰

延税金資産の増加、前払費用の増加、現金及び預金の減少及び売掛金の減少の結果によるものであります。

固定資産合計は82億79百万円となり、前事業年度末に比べ、56百万円の減少となりました。これは主に、前払年

金費用の増加及び建物等の減価償却による減少の結果によるものであります。

当第１四半期会計期間末における負債合計は35億７百万円となり、前事業年度末に比べ、11億94百万円の減少と

なりました。

流動負債合計は30億81百万円となり、前事業年度末に比べ、８億20百万円の減少となりました。これは主に、未

払金の増加、買掛金の減少、未払法人税等の減少及び前受金の減少の結果によるものであります。

固定負債合計は４億26百万円となり、前事業年度末に比べ、３億73百万円の減少となりました。これは主に、繰

延税金負債の増加及び退職給付引当金の減少の結果によるものであります。

当第１四半期会計期間末における純資産合計は85億97百万円となり、前事業年度末に比べ、６億12百万円の減少

となりました。これは主に、退職給付に関する会計基準等の適用による利益剰余金の増加、四半期純損失の計上及

び剰余金の配当による利益剰余金の減少の結果によるものであります。

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

（４）研究開発活動

当第１四半期累計期間における研究開発活動の金額は、３百万円であります。

なお、当第１四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 66,150,000

計 66,150,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現在発
行数(株)

（平成26年６月30日）

提出日現在発行数(株)
（平成26年８月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 32,047,071 32,047,071
㈱東京証券取引所

（市場第二部）
単元株式数100株

計 32,047,071 32,047,071 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数(株)

発行済株式総
数残高(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金増
減額(千円)

資本準備金残
高(千円)

平成26年４月１日～

平成26年６月30日
－ 32,047,071 － 2,332,729 － 2,195,452

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成26年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

平成26年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　 1,567,200 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　30,451,100 304,511 －

単元未満株式 普通株式　　　28,771 － －

発行済株式総数 32,047,071 － －

総株主の議決権 － 304,511 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が5,300株含まれております。

また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数53個が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成26年６月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

マルコ株式会社 大阪市中央区瓦町二丁目２－９ 1,567,200 － 1,567,200 4.89

計 － 1,567,200 － 1,567,200 4.89

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（平成26年４月１日から平成26

年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項により、当

社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財

政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとし

て、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,463,791 1,730,190

売掛金 889,419 444,524

商品及び製品 634,655 599,500

貯蔵品 98,257 65,059

その他 489,106 985,895

貸倒引当金 △202 △95

流動資産合計 5,575,026 3,825,075

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,799,902 2,775,002

土地 4,297,609 4,297,609

その他（純額） 137,220 131,972

有形固定資産合計 7,234,732 7,204,583

無形固定資産 148,341 151,664

投資その他の資産   

その他 955,997 925,910

貸倒引当金 △2,440 △2,440

投資その他の資産合計 953,557 923,470

固定資産合計 8,336,631 8,279,718

資産合計 13,911,658 12,104,793
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成26年６月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,894,790 1,473,318

未払法人税等 401,333 36,285

賞与引当金 140,000 110,500

返品調整引当金 21,000 10,000

ポイント引当金 463,000 476,000

資産除去債務 16,017 8,910

その他 965,727 966,037

流動負債合計 3,901,868 3,081,052

固定負債   

退職給付引当金 435,734 －

資産除去債務 332,841 335,072

その他 32,021 91,636

固定負債合計 800,597 426,708

負債合計 4,702,465 3,507,761

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,332,729 2,332,729

資本剰余金 2,195,452 2,195,452

利益剰余金 5,173,613 4,561,459

自己株式 △492,602 △492,609

株主資本合計 9,209,192 8,597,031

純資産合計 9,209,192 8,597,031

負債純資産合計 13,911,658 12,104,793
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（２）【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

売上高 2,910,714 2,641,737

売上原価 1,792,261 1,929,015

売上総利益 1,118,452 712,721

返品調整引当金戻入額 20,000 21,000

返品調整引当金繰入額 11,000 10,000

差引売上総利益 1,127,452 723,721

販売費及び一般管理費 1,949,447 2,053,150

営業損失（△） △821,994 △1,329,428

営業外収益   

受取利息 10 9

受取手数料 7,990 7,374

業務受託料 6,000 6,000

その他 2,735 3,773

営業外収益合計 16,736 17,156

営業外費用   

支払利息 342 －

不動産賃貸費用 1,595 1,120

支払手数料 1,028 1,028

業務受託費用 644 627

その他 80 8

営業外費用合計 3,690 2,784

経常損失（△） △808,949 △1,315,055

特別損失   

減損損失 170 92

固定資産除却損 437 1,182

その他 302 219

特別損失合計 910 1,493

税引前四半期純損失（△） △809,859 △1,316,548

法人税、住民税及び事業税 29,602 32,880

法人税等調整額 △305,625 △468,741

法人税等合計 △276,022 △435,860

四半期純損失（△） △533,837 △880,688

 

EDINET提出書類

マルコ株式会社(E00609)

四半期報告書

 9/13



【注記事項】

（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて当第１四半期会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見

込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間

に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加

重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１四

半期会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減し

ております。

この結果、当第１四半期会計期間の期首の退職給付引当金が435,734千円減少し、前払年金費用が170,559千円

増加し、利益剰余金が390,452千円増加しております。また、当第１四半期累計期間の損益に与える影響は軽微

であります。

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期

間に係る減価償却費（無形固定資産及び長期前払費用に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間

（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日）

減価償却費 58,120千円 57,273千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）

　　　配当金支払額

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月26日

定時株主総会
普通株式 121,920 4.0 平成25年３月31日 平成25年６月27日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日）

　　　配当金支払額

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月26日

定時株主総会
普通株式 121,919 4.0 平成26年３月31日 平成26年６月27日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）及び当第１四半期累計期間（自　平成26

年４月１日　至　平成26年６月30日）

当社は、取締役会における経営資源の配分の意思決定及び業績を評価するための定期的な検討の対象を体型補整

を目的とした婦人下着及びその関連事業とし、これらを単一のセグメントとしております。

これは、当社の主要製品である体型補整を目的とした婦人下着とその関連商品の市場及び販売方法は同一若しく

は密接に関連しているためであります。

従って、報告セグメントについても単一のセグメントとしており、記載を省略しております。

 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間

（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額 17円51銭 28円89銭

（算定上の基礎）   

四半期純損失金額（千円） 533,837 880,688

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失金額（千円） 533,837 880,688

普通株式の期中平均株式数（株） 30,480,085 30,479,795

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

 平成26年８月６日

マルコ株式会社  
 
 取締役会　御中

 

 有限責任監査法人トーマツ

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 寺田　勝基　　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 尾仲　伸之　　　印

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているマルコ株式会社

の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第38期事業年度の第１四半期会計期間（平成26年４月１日から平成26年

６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、マルコ株式会社の平成26年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する

第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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